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１ 地方交付税の特徴等 

 

                    表１   地方交付税の種類と特徴等 

種   類 特   徴 公共交通の維持に関する状況 

普通交付税 

 

※H20 年度普通交付税額 

14 兆 4816 億円 

（総務省 H20.8.15 報道資料） 

・基準財政需要額（標準的な財政

需要額）に対する財源不足額に

見合いの額を交付 

・交付税総額の 94% 

・基準財政収入額が基準財政需要

額を超過している場合は「不交付

団体」となる 

公共交通の運行や維持を目的とした

財政需要は考慮されていないため、

運行や維持のための財源措置はされ

ていない 

特別交付税 

 

※H20 年度特別交付税額 

9,245 億円 

(総務省 H21.3.17 報道資料） 

・普通交付税では捕捉されない 

特別の財政需要に対して交付 

・交付税総額の 6% 

基準財政需要額の算定によって捕

捉されなかった特別な財政需要とし

て、一部の公共交通機関を対象とし

て維持のための財源措置する 

    
２ 特別地方交付税で措置される公共交通に係る経費  

 

                表２ 公共交通に関する主な特別地方交付税による措置状況 

事  項 交付措置 

対象自治体 

算定方法 

地方バス路線の 
運行維持 

道府県 
 

路線バスの運行維持に道府県が負担する額に、０．８を乗じて得た額から運

行維持の経費に相当する額として総務大臣が算定した額を控除した額 

市町村 路線バスの運行維持に市町村が負担する額に、国の補助金を伴うものにあ

っては０．８を、国の補助金を伴わないものにあっては、０．８をそれぞれ乗じ

て得た額の合算額 

離島航路等の維持 
 
 
 

道府県 離島航路又は交通が著しく不便である地域間を連絡する航路の維持に要す

る経費のうち、普通交付税に関する省令第 10条第 11項の率を考慮してもな

お当該経費が多額であるため特別交付税の算定の基礎とすべきものとして

総務大臣が調査した額に０．８を乗じて得た額 

市町村 １．離島航路又は交通が著しく不便である地域間を連絡する航路維持のた

めに市町村が交付する補助金の額に０．８を乗じて得た額 

２．市町村が経営する離島航路事業又はこれに準ずる航路事業について当

該市町村が負担する額に０．８を乗じて得た額 

離島航空路線の 
運行維持 

道府県 離島航空路線の運行維持に要する経費として、道府県が当該年度において

負担する額のうち、特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣

が調査した額に０．６を乗じて得た額 

市町村 （県と同じ算定方法に準じて算定した額） 

 

地方交付税について 
 

○ 地方公共団体の財源の一つとして地方交付税がある 

○ 普通交付税では、公共交通の運行・維持に関する財政需要は考慮されておらず、 

一部の限られた分野で特別交付税が充てられている 
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注）地下鉄の整備のために発行され

た地方債に係る元利償還金等、建

設や整備については、財源措置され

ているものがある 
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